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雑がみの回収について（お願い） 

 

 紙の原料は元をたどれば全て木材（パルプ用材）です。不要になった紙を安易に

ごみにすることは、貴重な森林資源を浪費することになります。 

上里町では、令和元年度より、雑がみ回収をお願いしています。令和５年度も、

ご協力いただき、1300 ㎏を回収することができました。今年度も引き続き、ご協力

いただければと思います。 

町で作製した「雑がみ回収袋」を小学１年生以上の児童・生徒に配布してありま

すので、ご家庭で分別した雑紙を「雑がみ回収袋」に入れて、児童・生徒に学校に

持たせてください。 

なお、雑がみの分別方法（出せるもの・出せないもの）は袋に表示してあります

が、詳細につきましては「雑がみ回収早見表」を参考にしてください。 

雑がみを分類し、ごみの減量化・資源化・地球温暖化対策と SDGｓの推進にご協

力をお願いします。 

 

＜実施日＞ 

令和 6 年 7 月 8 日（月）9 日（火）10 日（水）11（木）12（金）の 5 日間 

 

＜注意＞ 

・袋に「※この袋で排出した後は、ご自宅にある紙袋をご利用ください」との記載

がありますが、できるだけ丁寧に取扱い、繰り返してご利用願います。 

・袋が傷んで使用できなくなった場合は、雑がみとして排出してください。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

上里町くらし安全課生活環境係  ☎３５－１２２６ 

            上里町教育委員会教育指導課   ☎３５－１２４７ 

            上里町立神保原小学校      ☎３３－３０７４ 



品名 注意事項

色紙（折り紙） 金色・銀色は除く。

カタログ

紙袋 ビニール加工されたもの、紙製でない持ち手部分は除く。

画用紙 クレヨンで描かれたものは除く。

カレンダー ビニール加工されたものは除く。金具類は取り外す。

コピー用紙（書類） クリップは取り外す。ホチキスの針はそのままでＯＫ。

商品の箱 金箔・銀箔塗りのもの、臭いが強いものは除く。

たばこの箱 中の銀紙・外装フィルム・中身を取り除いて紙だけにする。臭いが強いものは除く。

ティッシュの空箱 取り出し口のビニールは取り外す。

手帳 紙以外の部分は取り外す。

トイレットペーパーの芯

値札 ビニール加工されたものは除く。

ノート

ハガキ 写真印刷用、圧着ハガキは除く。

ファイル（紙製） プラスチック・金属部分は取り除く。

封筒 窓部分のビニールやセロハンは取り除く。

ふせん プラスチック系は除く。

包装紙 セロハンテープは取り除く。

名刺

メモ用紙

ラップの芯と箱 刃の部分は取り外す。

○　出せるもの（例）

雑がみ回収早見表

 



 

 

 

品名 出せない理由

ビニールコートされた紙

油紙

紙コップ

アイスクリームのカップ

写真

圧着ハガキ

紙パック

カップめんのふた

石鹸の箱

線香の箱

洗剤の箱

臭いが強いもの

ファックス用紙

レシート

感熱紙

複写式用紙

伝票類

汚れた紙 再生品の品質が落ちてしまうため。

シュレッダーにかけた紙
繊維が裁断されるため、
紙として再生できません。

×　出せないもの（例）

雑がみは、水に溶かしてリサイクル
します。
水に溶けないものはリサイクル
できないため。

再生品に臭いが残ってしまうため。

インクが強く染み込んでいるので、
再生品にインクが残ってしまうため。

 


